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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力音声に基づいて音声信号を出力する音声入力手段と、
　上記音声入力手段からの音声信号をファイル毎に分割して記憶するとともに、上記ファ
イル毎の再生順序を管理する管理情報を記憶する記憶手段と、
　上記管理情報に基づく再生順序で音声信号のファイルを上記記憶手段に読み出させる制
御手段と、
　読み出される音声信号に基づいて音声を出力する音声出力手段とを備え、
　上記制御手段は、上記記憶手段に記憶されるファイルが読み出されていないときに録音
指示が入力された場合、上記音声入力手段からの音声信号を上記記憶手段に新たに書き込
むとともに、上記新たに記憶される音声信号の再生順序が最初となるように予め上記記憶
手段に記憶されるファイルの再生順序を１つずつスライドして上記管理情報を書換え、上
記記憶手段に記憶される特定のファイルが読み出されているときに録音指示が入力された
場合、上記特定のファイルの読出しを停止し、上記音声入力手段からの音声信号を上記記
憶手段に新たに書き込むとともに、新たに記録される音声信号のファイルが上記特定のフ
ァイルと同じ再生順序となるように、上記特定のファイル以降のファイルの再生順序を１
つずつスライドして上記管理情報を書き換える記録再生装置。
【請求項２】
　上記制御手段は、書き換えられた再生順序でファイルを上記記憶手段から読み出すこと
を特徴とする請求項１記載の記録再生装置。
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【請求項３】
　上記記憶手段は、上記ファイルのスタートアドレスとエンドアドレスからなる管理情報
を記憶し、
　上記制御手段は、新たに入力される音声信号の上記記憶手段への書き込み中に上記記憶
手段の容量が一杯になったときは、上記記憶手段への書き込みを停止し、新たに入力され
る音声信号のファイルに対するスタートアドレスとエンドアドレスを上記記憶手段に書き
込むことを特徴とする請求項１記載の記録再生装置。
【請求項４】
　入力音声に基づいて音声信号を出力する音声入力手段からの音声信号をファイル毎に分
割して記憶するとともに、上記ファイル毎の再生順序を管理する管理情報を記憶手段に書
き込み、上記管理情報に基づく再生順序で音声信号のファイルを上記記憶手段から読み出
し、読み出される音声信号に基づいて音声を出力させるようにした記録再生方法において
、
　上記記憶手段に記憶されるファイルが読み出されていないときに録音指示が入力された
場合、上記音声入力手段からの音声信号を上記記憶手段に新たに書き込むとともに、上記
新たに記憶される音声信号の再生順序が最初となるように予め上記記憶手段に記憶される
ファイルの再生順序を１つずつスライドして上記管理情報を書換え、上記記憶手段に記憶
される特定のファイルを読み出しているときに録音指示がなされた場合、上記特定のファ
イルの読出しを停止し、上記音声入力手段からの音声信号を上記記憶手段に新たに書き込
むとともに、新たに記録される音声信号のファイルが上記特定のファイルと同じ再生順序
となるように、上記特定のファイル以降のファイルの再生順序を１つずつスライドして上
記管理情報を書き換えるようにしたことを特徴とする記録再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、フラッシュメモリの如き記録媒体を用いた記録再生装置及び記録再生方法に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
今日では、会議や講義等の内容をメモ用紙に記載するような感覚で、簡単に音声を記録／
再生することのできる記録再生装置が提供されている。上記記録再生装置は、記録媒体と
してフラッシュメモリを用いたものであり、１件の音声信号を所定数のファイルとして記
憶し、１件毎に音声信号を再生して音声を出力する。具体的には、上記記録再生装置は、
複数のファイルからなる音声をフラッシュメモリに記憶し、再生時には、古いファイルか
ら順に音声信号を再生している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、利用者としては、単に音声データを順番に記憶するだけでなく、既に記録され
た用件に追加して他の用件の録音（後追い録音）したい場合がある。かかる場合、メモ用
紙に記載された用件に新たな内容を追加記載するのと同様の感覚で、上記記録再生装置で
も、既に記録されたファイルに追加ファイルを録音することが望ましい。
【０００４】
しかし、上記記録再生装置では、既に記録された用件に後から他の用件を録音する場合、
追加される用件の次に追加したい内容を記録したり又は追加したい内容を録音して追加さ
せる用件の次に移動させて、これらの用件の間にあるＩＤ（マーキング）を消去して２つ
の用件を１つにする必要がある。このように２段階の操作を行う必要があったので、多く
の手間を要し、操作手順が煩雑で不便でった。
【０００５】
また、用件を消去したり移動させることができない記録再生装置では、そもそも上述の後
追い録音することはできなかった。
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【０００６】
本発明は、このような実情を鑑みて提案されたものであり、容易な操作で既に記録された
ファイルの後に他のファイルを追加して録音することができる記録再生装置を提供するこ
とを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上述の課題を解決するために、本発明に係る記録再生装置は、入力音声に基づいて音声
信号を出力する音声入力手段と、上記音声入力手段からの音声信号をファイル毎に分割し
て記憶するとともに、上記ファイル毎の再生順序を管理する管理情報を記憶する記憶手段
と、上記管理情報に基づく再生順序で音声信号のファイルを上記記憶手段に読み出させる
制御手段と、読み出される音声信号に基づいて音声を出力する音声出力手段とを備え、上
記制御手段は、上記記憶手段に記憶されるファイルが読み出されていないときに録音指示
が入力された場合、上記音声入力手段からの音声信号を上記記憶手段に新たに書き込むと
ともに、上記新たに記憶される音声信号の再生順序が最初となるように予め上記記憶手段
に記憶されるファイルの再生順序を１つずつスライドして上記管理情報を書換え、上記記
憶手段に記憶される特定のファイルが読み出されているときに録音指示が入力された場合
、上記特定のファイルの読出しを停止し、上記音声入力手段からの音声信号を上記記憶手
段に新たに書き込むとともに、新たに記録される音声信号のファイルが上記特定のファイ
ルと同じ再生順序となるように、上記特定のファイル以降のファイルの再生順序を１つず
つスライドして上記管理情報を書き換える。
【０００８】
　そして、上記制御手段は、上記記憶手段に記憶された特定のファイルが読み出されてい
るときに録音指示がなされることにより上記特定のファイルの読出しを停止し、上記音声
入力手段からの音声信号を上記記憶手段に新たに書き込むとともに、新たに記録された音
声信号を上記特定のファイルと同じ再生順序となるように、上記特定のファイル以降のフ
ァイルの再生順序を１つずつスライドして上記管理情報を書き換える制御を行う。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
本発明は、例えば図１に示すような構成のＩＣレコーダ１に適用される。
【００１０】
上記ＩＣレコーダ１は、記録部１０によって電気的にデータの消去／再書込みが可能な不
揮発性メモリであるＥＥＰＲＯＭ（Electrical Erasable/Programmable Read-Only Memor
y ）すなわちフラッシュメモリ９に音声データを記憶させ、フラッシュメモリ９の音声デ
ータを再生部２０によって再生する制御を行う制御部３０を有し、表示部４０に操作部５
０からの操作内容やフラッシュメモリ９の音声データの内容を表示させるものである。
【００１１】
上記記録部１０は、音声を電気信号に変換して音声信号を出力するマイクロホーン１１と
、マイクロホーン１１からの音声信号を増幅する増幅器１２と、増幅器１２で増幅された
音声信号の利得制御を行う自動利得制御回路（以下、「ＡＧＣ」：Automatic Gain Contr
ollerという。）１３と、ＡＧＣ１３からの音声信号を音声データに変換するエンコーダ
１４と、エンコーダ１４からの音声データを一時記憶するバッファメモリ１５とを備える
。
【００１２】
マイクロホーン１１は、入力される音を音声信号に変換して増幅器１２に供給し、増幅器
１２は、音声信号を増幅してＡＧＣ１３に供給する。ＡＧＣ１３は、増幅器１２で増幅さ
れた音声信号を、その利得が所定値になるように利得制御を行ってエンコーダ１４に供給
する。
【００１３】
エンコーダ１４は、音声信号が時間的に相関が強いことから、例えば適応型差分パルスコ
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ードモジュレーション（以下、「ＡＤＰＣＭ」：Adaptive Differential Pulse Code Mod
ulation という。）方式により、音声信号を符号化して音声データを生成し、この音声デ
ータをバッファメモリ１５を介してフラッシュメモリ９に供給する。
【００１４】
また、エンコーダ１４は、２つのモードに応じて音声データの符号化量を調整することが
でき、例えばＳＰモードのとき８ｋＨｚでサンプリングを行い、ＬＰモードのときは４ｋ
Ｈｚでサンプリングを行って、時間軸方向に対して音声信号の符号化量を調整する。
【００１５】
一方、再生部２０は、フラッシュメモリ９から読み出された音声データを元の音声信号に
変換するデコーダ２１と、高域成分を除去するフィルタ２２と、フィルタ２２からの音声
信号を増幅してスピーカ２４に供給する増幅器２３とを備える。
【００１６】
デコーダ２１は、記録部１０のエンコーダ１４に対応したものであり、上述のＳＰモード
又はＬＰモードに応じてフラッシュメモリ９から読み出された音声データ、すなわちＡＤ
ＰＣＭ方式で符号化された音声データを復号していわゆるＰＡＭ信号を生成する。フィル
タ２２は、このＰＡＭ信号から音声帯域以上の高周波成分を除去して、音声信号を出力す
る。増幅器２３は、デコーダ２１から供給される音声信号を増幅してスピーカ２４を駆動
する。かくして、録音された音がスピーカ２４から出力される。
【００１７】
制御部３０は、このＩＣレコーダ１の動作を制御するためのプログラムが記憶されている
ＲＯＭ３１と、ＲＯＭ３１に記憶されているプログラムを実行して、フラッシュメモリ９
や記録部１０，再生部２０，表示部３０を制御するマイクロコンピュータ（以下、ＣＰＵ
という。）３２と、時刻情報を生成するタイマ３３と、時刻やプログラムの実行結果等を
一時的に記憶するランダム・アクセス・メモリ（以下、ＲＡＭ：Random Access Memoryと
いう。）３４とを備え、操作部５０の操作設定に基づいて各回路を制御する。
【００１８】
また、ＣＰＵ３２は、例えばタイマ３３が所定時刻になると、フラッシュメモリ９に記録
されている音声データを読み出す制御を行う。
【００１９】
表示部４０は、低消費電力の液晶表示パネル４１と、この液晶表示パネル４１を照明する
ためのバックライト４２とを備え、ＩＣレコーダ１の動作状態や操作手順を表示する。
【００２０】
また、上述の記録部１０，再生部２０，制御部３０は図２に示す匡体６０内に設けられて
いる。匡体６０の操作面には、図２に示すように、表示パネル４１が外部を臨むように設
けられ、さらに、記録再生等の操作を行うための操作部５０が配設されている。
【００２１】
操作部５０は、具体的には、ファイルボタン５１と、メニューボタン５２と、プライオリ
ティボタン５３と、ジョグダイヤル５４と、停止ボタン５５と、録音ボタン５６と、消去
ボタン５７と、ホールドスイッチ５８とを有する。
【００２２】
ファイルボタン５１は、ファイルを変更操作するためのものである。なお、１件の音声デ
ータは、１以上のファイルから構成される。メニューボタン５２は、モード状態をメニュ
ーモードに設定するものである。また、メニューモードに設定されると、ジョグダイヤル
５４によって種々の操作設定が可能になる。プライオリティボタン５３は、録音されたフ
ァイルの優先順位を切換設定するものである。停止ボタン５５は、録音中又は再生中の動
作を中止させるものである。録音ボタン５６は、録音を開始するためものである。消去ボ
タン５７は、再生中又は停止中に１件の音声データを消去するためのものである。ホール
ドスイッチ５８は、動作中又は停止中の状態を維持するためのスライドスイッチであり、
ホールドオン／オフの切換を設定することによってボタン操作を有効にしたり無効にする
ものである。
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【００２３】
ここで、上述のフラッシュメモリ９は、例えばＮＡＮＤ型のものである。フラッシュメモ
リ９は、バッファメモリ１５から供給される音声データを記憶すると共に、どの領域に記
憶したか等を示す音声データを管理する管理情報（以下、ＴＯＣ情報という。）を記憶す
る。上記フラッシュメモリ９は、８×１６Ｍビットの容量を有し、ＳＰモードでは２００
～３４００Ｈｚの音声信号に対応した１６分間分の音声データを記憶することができ、Ｌ
Ｐモードでは２００～１７００Ｈｚの音声信号に対応した２４分間分の音声データを記憶
することができる。
【００２４】
ここで、上記フラッシュメモリ９には、図３に示すように、消去単位となる５１２ブロッ
ク毎に音声データ等が分割されて記憶される。そして、これらのブロックは６種類に分け
られる。具体的には、エターナルブロック（１ブロック）と、インデックスステージ０ブ
ロック（６ブロック）と、インデックスステージ１ブロック（６ブロック）と、バックア
ップブロック（１ブロック）と、ワークエリアブロック（１５ブロック）と、ＰＣＭデー
タブロック（４６９ブロック）の６種類がある。
【００２５】
また、上述のＴＯＣ情報は、エターナルブロックと、インデックスステージ０ブロックと
、インデックスステージ１ブロックと、バックアップブロックと、ワークエリアブロック
とによって構成される。なお、音声データは、ＰＣＭデータブロックに書き込まれる。
【００２６】
各ブロックは、図３に示すように、１ページ（＝５２８バイト）が１６個集合して構成さ
れ、ページ０，ページ１，・・・，ページ１４，ページ１５を有する。この１ページは５
１２バイトのデータエリアと１６バイトの冗長エリアとからなる。なお、データの記録再
生の不可能なブロック（以下、「無効ブロック」という。）は最大１０ブロック存在して
いる。
【００２７】
ここで、エターナルブロックはフラッシュメモリ９の最初又は最後のブロック以外、すな
わちアドレスの先頭又は最後以外に設けられている。エターナルブロックは、最初に読み
出されるＴＯＣ情報であって、このデータに基づいてインデックスステージ０ブロックや
インデックスステージ１ブロック等が読み出される。このように、エターナルブロックは
、データを読み出すための重要なものであり、静電気，異常電圧等の異常動作時に最も破
壊される可能性の高い場所であるアドレスの先頭又は最後を避けて配置されている。すな
わち、例えば音声データの記録されているブロックが破壊されてもかかるブロックのデー
タをいったん消去すればその後問題は生じない。しかし、エターナルブロックが破壊され
てしまうと全てのデータを読み出すことが不可能となってしまうので、これを回避すべく
エターナルブロックは上述のようにアドレスの先頭又は最後以外のブロックに設けられて
いる。
【００２８】
なお、エターナルブロックでは、ページ０のみにデータがあり、ページ１～ページ１５に
はデータがない。
【００２９】
エターナルブロックのページ０は、具体的には図４に示すように、４バイトのエターナル
ブロック認識用のデータと、２バイトのエターナルブロックアドレスと、２バイトのイン
デックスステージ０アドレスと、２バイトのインデックスステージ１アドレスと、２バイ
トのワークエリアブロックスタートアドレスと、４バイトのダミーデータと、１２８バイ
トのブランクマップとを備える。なお、ブランクマップは、上述の無効ブロックの場所を
示すものである。
【００３０】
インデックスステージ０ブロックとインデックスステージ１ブロックは同じ構成であり、
データの書換がある毎に、これらは交互に書き換えられる。すなわち、音声データが書き
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込まれると例えばインデックスステージ０ブロックのデータが書き直され、再び音声デー
タが書き込まれるとインデックスステージ１ブロックのデータが書き直される。以下、こ
れらのブロックをインデックスステージブロックと総称して説明する。
【００３１】
インデックスステージブロックは、上述のようにそれぞれ６ブロックあり、ファイルデー
タからなるもの（５ブロック）と、ステージデータからなるもの（１ブロック）とがある
。
【００３２】
ファイルデータからなるインデックスステージブロックは、図５に示すように、ページ０
からページ１１にあるＡＤＲデータ部と、ページ１２からページ１５にあるＨＤＲ部とで
構成される。
【００３３】
ＡＤＲデータ部は、具体的には図６に示すように、例えば「０１」～「０６」のＩＤナン
バと、音声データが記録されているファイル毎に、当該ファイルのＳＰ又はＬＰのモード
を示す「ＳＰ」と、当該ファイルの上位のスタートアドレスを示す「ＳＴＨ」及び下位の
スタートアドレスを示す「ＳＴＭ」と、当該ファイルの上位のエンドアドレスを示す「Ｅ
ＮＨ」及び下位のエンドアドレスを示す「ＥＮＭ」とを有する。
【００３４】
例えば、６件の音声データが録音された場合、図７に示すように、上記ＡＤＲデータ部に
は上記６件毎に対応する「０１」～「０６」までのＩＤナンバが記録される。なお、この
ＩＤナンバは、録音された６件の音声データの再生の順序を示すものである。そして、Ｉ
Ｄナンバ毎に、記録モード（ＳＰ）と、そのＩＤナンバの音声データが記録されている場
所のスタートアドレス（ＳＴＨ，ＳＴＭ）とエンドアドレス（ＥＮＨ，ＥＮＭ）が記録さ
れている。なお、ＩＤナンバ０１及びＩＤ０３の音声データの容量は大きいので、図６に
示すように、例えばＩＤナンバ０１は２つのファイルで構成され、ＩＤナンバ０３は４つ
のファイルで構成されている。このとき各ファイル毎に記録モードとスタートアドレス及
びエンドアドレスが記録される。
【００３５】
また、ＨＤＲデータ部は、図７に示すように、ファイル毎に、当該ファイルのプライオリ
ティを示す「ＰＲＩ」と、アラームセットのオン／オフを示す「ＡＬＭ」と、アラームを
鳴らす月，日，時，分，曜日を示す「ＡＭＯ」，「ＡＤＡ」，「ＡＨＯ」，「ＡＭＩ」，
「ＡＯＷ」とを有する。ここで、プライオリティとは、音声データのファイルの再生の優
先順位を示すものである。また、ＨＤＲデータ部は、音声データが更新されなくても、プ
ライオリティやアラームの設定変更がある毎に更新される。
【００３６】
一方、ステージデータからなるインデックスステージブロックは、図８に示すように、ペ
ージ０にある有効マークと、ページ１にあるモード中断マークと、ページ２にあるブラン
クマップと、ページ３にあるエターナルブロックブランクマップとを備える。
【００３７】
バックアップブロックは、上述のエターナルブロックのバックアップであり、エターナル
ブロックをコピーしたものである。したがって、エターナルブロックが新たに書き換えら
れると、バックアップブロックも同様に書き換えられるようになっている。なお、バック
アップブロックは、１個である必要はなく、複数個あってもよい。
【００３８】
ワークエリアブロックは、音声データの記録時にインデックスデータを一時的に記録して
おくエリアである。ワークエリアブロックは、図９に示すように、インデックスステージ
ブロックとほぼ同様の構成となっており、ＩＤナンバーと、ＳＰ／ＬＰ情報と、音声デー
タの上位スタートアドレスと、音声データの下位スタートアドレスと、音声データの上位
エンドアドレスと、音声データの下位エンドアドレスとをそれぞれ１バイトずつ備える。
したがって、このワークエリアブロックでは、ワークエリアブロックのデータを読み出し
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ながら、インデックスステージブロックの書換が行われ、スタートアドレス等のデータが
そのまま書き込まれる。
【００３９】
ＰＣＭデータブロックは、主として音声データが記録されるエリアである。また、ＰＣＭ
データブロックでは、図１０に示すように、１ページ毎に音声データのみならず、その音
声データの記録された年，月，日，時，分，秒，曜日も記録される。具体的に１ページに
おいては、５１２バイトの音声データ、各１バイトの年，月，日，時，分，秒，曜日のデ
ータ、１バイトの時計セットフラグが記録される。
【００４０】
以上のように構成されたＩＣレコーダ１において、記録又は再生を行っていないときに録
音ボタン５６が押圧されると、ＣＰＵ３２は、音声データをフラッシュメモリ９に書き込
む制御を行う。なお、フラッシュメモリ９には、上述の図６に示すように、既に６件の音
声データが記録されているものとする。
【００４１】
具体的には、ＣＰＵ３２は、上記録音ボタン５６が押圧されると、録音モードに対応した
プログラムをＲＯＭ３１から読み出して実行し、増幅器１２、ＡＧＣ１３、エンコーダ１
４等を動作させ、バッファメモリ１５を介して所定時間遅延された音声データをフラッシ
ュメモリ９のＰＣＭデータブロックに記憶させる。
【００４２】
ＣＰＵ３２は、ＰＣＭデータブロック毎に、５１２バイトの音声データを記録するととも
に、当該ＰＣＭデータブロックにその記録時の年月日及び時分までも記録する。ＣＰＵ３
２は、停止ボタン５５が押圧されるまで、上記音声データを１件分として各ＰＣＭデータ
ブロックに書き込む制御を行う。
【００４３】
ＣＰＵ３２は、停止ボタン５５が押圧されると、ＰＣＭデータブロックに音声データを記
録する制御を停止し、ＴＯＣ情報の書換を行う。具体的には、インデックスステージブロ
ックを書き換える。
【００４４】
ＣＰＵ３２は、ファイルデータからなるインデックスステージブロックのＡＤＲデータ部
に対して、７件目の音声データをＩＤナンバ０１として、モード設定、スタートアドレス
及びエンドアドレスのデータを書き込む。そして、ＣＰＵ３２は、元のＩＤナンバ０１～
ＩＤナンバ０６をＩＤナンバ０２～ＩＤナンバ０７として、それぞれのＩＤナンバのモー
ド設定、スタートアドレス及びエンドアドレスのデータを書き込む。
【００４５】
以上のように、ＣＰＵ３２は、図１１に示すように、新しく録音された７件目の音声デー
タのＩＤナンバ１とし、元のＩＤナンバ０１～ＩＤナンバ０６をそれぞれＩＤナンバ０２
～ＩＤナンバ０７として１つずつスライドしてＴＯＣ情報を書き換える。すなわち、最新
の音声データをＩＤナンバ１として記録する。
【００４６】
つぎに、音声データを再生する場合について説明する。
利用者が記録又は再生の停止中に図２に示すジョグダイヤル５４をＺ方向に押圧すると、
ＣＰＵ３２は、再生を開始する。すなわちＣＰＵ３２は、フラッシュメモリ９からエター
ナルブロックのエターナルブロック認識用のデータによって当該エターナルブロックを認
識し、このエターナルブロックのデータを読み出す。なお、ＣＰＵ３２は、図３に示すエ
ターナルブロックを認識することができなかったときは、バックアップブロックを認識し
このバックアップブロックのデータを読み出す。
【００４７】
ＣＰＵ３２は、上記エターナルブロック又はバックアップブロック内のインデックスステ
ージ０アドレス又はインデックスステージ１アドレスに基づいて、インデックスステージ
ブロックのデータを読み出す。
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【００４８】
ＣＰＵ３２は、ファイルデータからなるインデックスステージブロックのＡＤＲデータ部
に基づいて、ＰＣＭデータブロック内の音声データを読み出す制御を行う。このとき、Ｃ
ＰＵ３２は、ＩＤナンバ０１，ＩＤナンバ０２，ＩＤナンバ０３，・・・の順に音声デー
タを読み出す。具体的には、ＣＰＵ３２は、最初にＡＤＲデータ部のＩＤナンバ０１のス
タートアドレス（ＳＴＨ，ＳＴＭ）及びエンドアドレス（ＥＮＨ，ＥＮＭ）に基づいて、
ＩＤナンバ０１の音声データを読み出す。読み出された音声データは、デコーダ２１，フ
ィルタ２２等を介して音声信号に変換されて、スピーカ２４に供給される。したがって、
スピーカ２４は、ＩＤナンバ０１の音声を出力することができる。
【００４９】
ＣＰＵ３２は、図２に示す停止ボタン５５が押圧されるまで、音声データの読み出しを続
ける。したがって、ＣＰＵ３２は、上述のようにＩＤナンバ０１の音声がスピーカ２４か
ら出力されると、次にＩＤナンバ０２，ＩＤナンバ０３，・・・の順に音声データの読み
出しを行う。
【００５０】
以上のように、上記ＩＣレコーダ１は、図１１に示すように、音声を録音する毎に最新の
音声データをＩＤナンバ０１としてフラッシュメモリ９に記憶し、音声を出力するときは
ＩＤナンバ０１，ＩＤナンバ０２，ＩＤナンバ０３，・・・の順に行っている。古いＩＤ
ナンバの音声データよりも新しいＩＤナンバの音声データの方が重要である傾向が強いの
で、上述の制御により重要な用件ほどＩＤナンバの最初の方に設定されるようになり、わ
ざわざ重要で最新の用件をサーチする必要がなくなり、操作性が向上する。
【００５１】
また、上記ＩＣレコーダ１は既に記録された用件に他の用件を追加して合わせて１件して
録音（後追い録音）することができる。このとき、ＣＰＵ３２は、図１２に示すステップ
Ｓ１以下の処理を行う。
【００５２】
ＩＣレコーダ１が例えばＩＤナンバ０２の音声データを再生しているとき（ステップＳ１
）、利用者が録音ボタン５６を押圧すると、ＣＰＵ３２は、タイマ３３を作動させて、録
音ボタン５６が１秒以上押圧されているかを判定する（ステップＳ２）。ＣＰＵ３２は、
録音ボタンが１秒以上押圧されたと判定したときはＩＤナンバ０２の音声データの再生を
停止し（ステップＳ３）、１秒以上押圧されなかったときはそのまま再生を続行する。
【００５３】
ＣＰＵ３２は、再生を停止した後、マイクロホーン１１に入力される音声の録音を開始し
（ステップＳ４）、音声データをフラッシュメモリ９のＰＣＭデータブロックに書き込む
制御を行う。そして、ＣＰＵ３２は、停止ボタン５５が押されるか又はフラッシュメモリ
９の容量が一杯になるまで録音を続ける（ステップＳ５）。そして、ＣＰＵ３２は、停止
ボタン５５が押されるか又はフラッシュメモリ９の容量がいっぱになったときは、録音を
停止する（ステップＳ６）。
【００５４】
ＣＰＵ３２は、録音を停止すると、音声データのＴＯＣ情報の書換を実行する（ステップ
Ｓ７）。具体的には図１３に示すように、ＣＰＵ３２は、ファイルデータからなるインデ
ックスステージブロックのＡＤＲデータ部において、まず、録音前からあったＩＤナンバ
０１及びＩＤナンバ０２のスタートアドレス（ＳＴＨ，ＳＴＭ）及びエンドアドレス（Ｅ
ＮＨ，ＥＮＭ）を書き込む。つぎに、ＣＰＵ３２は、ＩＤナンバ０２として新たに追加録
音した音声データの記録位置を示すスタートアドレス及びエンドアドレスを書き込み、そ
して、録音前からあったＩＤナンバ０３以降の音声データのスタートアドレス等を再び書
き込む制御を行う。このように、ＣＰＵ３２は、新しく追加録音する音声データをＩＤナ
ンバ０２として、そのスタートアドレス（ＳＴＨ，ＳＴＭ）及びエンドアドレス（ＥＮＨ
，ＥＮＭ）を書き込む。
【００５５】
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したがって、ＩＣレコーダ１は、上述のように再生を開始すると、ＩＤナンバ０１，ＩＤ
ナンバ０２，・・・の順で音声データの再生を行う。このとき、追加録音を行った用件は
、図１４に示すように、ＩＤナンバ０２の再生を行っているときにスピーカ２４から出力
される。
【００５６】
すなわち、上記ＩＣレコーダ１は、既に録音されている複数の用件の何れか一つを選択し
てその用件に追加して新しい用件を録音することができる。これにより、利用者は、既に
録音した用件と関連のある用件を新しく録音するときは、既に記録されている用件の音声
データと新しい用件の音声データとを同じＩＤナンバにすることによって１つの用件とし
て取り扱うことができる。よって、関連のある用件をバラバラに録音した場合に、それら
の用件をサーチする手間を省いて操作性を向上させることができる。また、操作部５０の
構成を変える必要がないので、生産コストを上げることなく、上述の追加録音をすること
が可能となる。
【００５７】
なお、上述の実施の形態では、所定のファイルを再生しているときに録音ボタン５６が１
秒間以上押圧されると後追い録音モードになるものとして説明したが、後追い録音モード
はこの場合に限られるものではない。
【００５８】
例えば、利用者がＩＤナンバ０２のファイルを再生を停止させてから、録音ボタン５６を
所定時間（例えば２秒間）押圧すると、ＣＰＵ３２は、後追い録音モードになって、図１
２に示すステップＳ４以下の処理を行うことによって、ＩＤナンバ０２として新たな音声
データをフラッシュメモリ９に記録するようにしてもよい。
【００５９】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明に係る記録再生装置によれば、後追い録音モードに設
定されると、上記音声入力手段からの音声信号を上記記憶手段に新たに書き込むとともに
、新たに記録された音声信号を特定のファイルと同じファイルになるように上記管理情報
を書き換える制御を行うことによって、複雑な操作をすること無く、新たに録音する音声
データを特定のファイルとともに再生することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したＩＣレコーダの具体的な構成を示すブロック図である。
【図２】上記ＩＣレコーダの正面図である。
【図３】上記ＩＣレコーダのフラッシュメモリの構成図である。
【図４】上記フラッシュメモリのエターナルブロックの構成図である。
【図５】上記フラッシュメモリのファイルデータからなるインデックスステージブロック
の構成図である。
【図６】上記インデックスステージブロックのＡＤＲデータ部の構成図である。
【図７】上記インデックスステージブロックのＨＤＲデータ部の構成図である。
【図８】上記フラッシュメモリのファイルデータからなるインデックスステージブロック
の構成図である。
【図９】上記フラッシュメモリのワークエリアブロックの構成図である。
【図１０】上記フラッシュメモリのＰＣＭデータブロックの構成図である。
【図１１】新しく録音された音声データの記録位置の説明図である。
【図１２】ＩＤナンバ０２として新しく音声データを追加録音するときのＣＰＵの動作を
説明するフローチャートである。
【図１３】ＩＤナンバ０２として新しく音声データを追加録音したときのインデックスス
テージブロックのＡＤＲデータ部の構成図である。
【図１４】ＩＤナンバ０２として新しく追加録音された音声データの記録位置の説明図で
ある。
【符号の説明】
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